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２０１２ぎふ清流国体デモンストレーションとしてのスポーツ行事「グラウンド・ゴルフ」の小中学生の部で、 
初めて体験する子どもたち。ホールインワンを出した子もいました。（関連記事9ページ） 
＝10月8日笠松みなと公園で 

2人仲良く、七五三参りに出かけるかさまるくん（左）とかさまるちゃん（右）。 
町マスコットキャラクターイラスト募集中（詳しくは22ページ） 
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第３回笠松町議会定例会議決結果 
（9月3日開会　9月19日閉会） 

第５２号　専決処分の承認 
○平成２４年度笠松町一般会計補正予算 
（専決第１号） 
　補正額 １,９９６,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,２２０,０８０,０００円 

［主な補正内容］ 
・米野地区集会所の補修工事に関して、追加
工事費用の２分の１を負担する費用の増額 
・「障がい者いきいき住宅改善助成事業」と「障
がい者介助用自動車購入等助成事業」の
申請件数増加に伴う助成費用の増額 

第５３号　笠松町暴力団排除条例の一部を改
正する条例 

暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律の一部改正に伴い、引用条文の整合
性を図る所要の規定整備 
第５４号　平成２４年度笠松町一般会計補正予算 
　補正額 ８２,３４２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,３０２,４２２,０００円 

［主な補正内容］ 
・防災行政無線個別受信機の購入費用の増額 
・ブロック塀除去などの助成費用の増額 
・かさまつ応援寄附金申込者数の増加に伴う
「お礼の品」購入費用の増額 
・第５期介護保険事業計画に基づくグループ
ホーム（１ユニット）建設の助成費用の増額 
・保育所の延長保育支援事業補助金と一時
預かり保育支援事業補助金の増額 
・児童虐待防止対策の緊急的な強化を図る
ため、啓発グッズ購入に伴う費用の増額 
・ポリオ予防接種が生ワクチン（経口接種）か
ら不活化ワクチン（皮下注射）に切り替わる
ため、接種方法を個別接種に変更すること
に伴う費用の増額 
・羽島郡広域連合の消防無線のデジタル化
に伴う消防団活動用トランシーバー購入費
用の増額 
・笠松小学校特別支援教育アシストの費用
の増額 
・特別支援教育就学奨励費の支給対象生
徒数増に伴う費用の増額 
・笠松中学校新屋内運動場の基本設計策
定に伴う費用の増額と既存屋内運動場の
解体費用の増額 

・ぎふ清流国体笠松町実行委員会に、ぎふ清
流国体のPR活動などの諸経費を助成する
費用の増額 
・町民体育館、勤労青少年運動場の施設修
繕費用の増額 

第５５号　平成２４年度笠松町国民健康保険特
別会計補正予算 

　補正額 ３,９８０,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,５３６,９５５,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成２３年度療養給付費等交付金（退職者
医療）の額確定に伴う償還金の増額 

第５６号　平成２４年度笠松町介護保険特別会
計補正予算 

　補正額 ２２,９０７,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,５０２,５７０,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成２３年度事業精算に伴う国・県・社会保
険診療報酬支払基金に対する償還金、
一般会計繰出金、基金積立金などの増額 

第５７号　平成２３年度笠松町一般会計歳入歳
出決算認定 

　歳入総額 ６,６８７,４７５,７２９円 
　歳出総額 ６,１９６,８４０,０４７円 
　差引残額 ４９０,６３５,６８２円 

第５８号　平成２３年度笠松町国民健康保険特
別会計歳入歳出決算認定 

　歳入総額 ２,６１５,０９７,５７０円 
　歳出総額 ２,４４０,２８１,４５１円 
　差引残額 １７４,８１６,１１９円 

第５９号　平成２３年度笠松町後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算認定 

　歳入総額 １９５,０１８,４３９円 
　歳出総額 １９１,１５２,２１０円 
　差引残額 ３,８６６,２２９円 

第６０号　平成２３年度笠松町介護保険特別会
計歳入歳出決算認定 

　歳入総額 １,４７０,９９８,２６４円 
　歳出総額 １,４４８,１９３,４２４円 
　差引残額 ２２,８０４,８４０円 

第６１号　平成２３年度笠松町下水道事業特別
会計歳入歳出決算認定 

　歳入総額 ９０６,９３３,３０３円 
　歳出総額 ８９１,２５８,５１５円 
　差引残額 １５,６７４,７８８円 

（第５７号から第６１号までは、４～６ページ参照） 
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第６２号　平成２３年度笠松町水道事業会計決
算の認定並びに剰余金の処分 

　収益的収入 ２３４,２４６,４６４円 
　収益的支出 ２０９,４８９,１９３円 
　差　引　額 ２４,７５７,２７１円 
 
　資本的収入 １５,８０９,８５０円 
　資本的支出 １３１,１８０,４００円 
　差　引　額 △１１５,３７０,５５０円 
　当年度未処分利益剰余金 ３３,８４９,３７７円 
　利益剰余金処分額 ２２,０００,０００円 
　翌年度繰越利益剰余金 １１,８４９,３７７円 

第６３号　笠松町空き家等の適正な管理に関
する条例 

建築物などが放置されることにより、倒壊や
建築材料が飛散するなど、人の生命、身体、財
産に被害を生ずるおそれがあるような場合や
不特定者の侵入を容易に許し、犯罪を誘発す
るおそれがあるような場合など、管理不全な状
態となっている空き家に関して必要な措置を定

めることによって、町民の生命、身体、財産の保
護や犯罪の抑止を図り、公共の福祉の増進に
寄与することを目的として条例を制定（７ペー
ジ参照） 
第６４号　平成２４年度笠松町一般会計補正予算 

　補正額 ３２５,５４９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,６２７,９７１,０００円 

［主な補正内容］ 
・米野・江川地内に建設するサッカー場の整
備費用の増額 
・前年度繰越金の一部を財政調整基金と社
会資本整備基金に積み立てを行う増額 

［すべて可決］ 
 
【報告】 
・自動車事故に係る損害賠償の額 ７２４,８００円 
・平成２３年度笠松町健全化判断比率の報告 
 （６ページ参照） 
・平成２３年度笠松町資金不足比率の報告 
 （６ページ参照） 

　町議会では、９月１３日と１９日に議会改革特別
委員会を開催し、次のとおり決定しました。 
１．会議録の要点記録からテープおこしに

よる全文記録への変更 
　定例会と臨時会で行い、平成２５年第１回
定例会から実施。 

２．会議録のホームページ上での公開 
　平成２５年第１回定例会から実施。 

３．議長交際費のホームページ上での公開 
　平成２５年度から実施。 

４．議会傍聴者に対する議案等の配布 
　今までどおり、会期日程・議事日程・一般
質問要旨一覧表を配布。 

議会改革特別委員会を 
　　　　　　開催しました 

　後藤稔さん（北及）、則竹緑さん（東陽町）と
三輪恵さん（円城寺）が１０月１日、法務大臣から
人権擁護委員に引き続き委嘱されました。 
　人権擁護委員は、基本的人権に関する心配
ごとや悩みごとに、親身になって相談に応じ、そ
の解決に努めています。 
　相談は、人権擁護委員の自宅（２４ページ参照）
で随時行っています。 
　秘密は固く守られますので、お気軽にご相談く
ださい。 

人権擁護委員に 
　　　　委嘱されました 

　岐阜県町村議会議長会表彰が１０月１９日、ふ

れあい福寿会館で行われました。当町から永年

町議会議員として１２年以上在職し、功労のあっ

た伊藤功さん（田代）と川島功士さん（田代）が

受賞されました。 

岐阜県町村議会議長会 
　　　自治功労者表彰 

　今年度、満百歳を迎えられる堀ふさのさん、

末松義春さん、森本多美一さん、長谷川 子さん

を広江町長が訪ね「おめでとうございます。いつ

までもお元気で」と内閣総理大臣からの祝状と銀

杯を伝達し、長寿をお祝いしました。 

内閣総理大臣から 
　　長寿の祝状と銀杯 
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16.0%

6.8%

5.2%

その他依存財源 
3億4,845万円  

国に納めた税金から一定のルールで
交付されるお金 

町債 
4億5,360万円 

建設工事など金額の大き
な事業を行うために借り入
れをしたお金 

町税 
27億6,310万円 

住民税、固定資産税など
皆さんから納めていただ
いたお金 
町民税（個人） 

10億6,869万円 
町民税（法人） 

2億281万円 
固定資産税 

13億1,682万円 
軽自動車税 

3,333万円 
町たばこ税 

1億4,145万円 
地方交付税 

10億8,810万円 
町の規模に応じて、標準的な財政運営
ができるよう国から交付されるお金 

その他自主財源 
5億1,700万円 

公共施設の使用料や各種証明書交
付手数料も含まれます。 

繰越金　4億4,178万円 
前年度からの繰越金 

国県支出金 
10億7,545万円 

建設事業などの実施により国
県から補助、負担されるお金 
○国庫支出金 
子ども手当負担金 
 3億7,076万円 
地域活性化・きめ細かな交付金 
 1,139万円 
地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金 
 245万円 
○県支出金 
岐阜県市町村振興補助金 
 270万円 
木曽川河畔多目的運動場 
改修事業補助金など 

 
123,226円 
48,526円 
29,588円 
20,229円 
19,702円 
18,374円 
9,351円 
5,590円 
5,317円 
5,264円 
13,075円 

 
298,242円 

歳入 
（収入） 

66億8,748万円 

歳入 
（収入） 

66億8,748万円 

自主財源（55.7％） 
町が自ら基準を定め、徴収、
収納できるお金 
町が自立し、安定した行政
活動を進めるためには、自
主財源の増加が望まれます。 

◇町民1人あたりの収入額 
町 税  
地 方 交 付 税  
国 庫 支 出 金  
町 債  
繰 越 金  
県 支 出 金  
地方消費税交付金 
財 産 収 入  
繰 入 金  
分担金及び負担金 
そ の 他  
 
合 計  

皆さんから納めていただいた税金、保険料などは、町の一般会計・特別会計　
　歳入は、66億8,748万円で、前年度と比較して760万円、0.1％増加　
　歳出は、61億9,684万円で、前年度と比較して4,126万円、0.7％減　
歳入歳出差引額は、4億9,064万円で、この額から保育所緊急整備事業な　
実質収支額（24年度純繰越金）は3億5,670万円となりました。 

基金の出し入れや前年度からの繰越金を除き、純粋に　
と、7,748万円の赤字となりました。 66億8,748万円 歳入 

依存財源（44.3％） 
国や県の基準に基づき、交付
されるお金 
使い道が特定されているものが
多く、自由に使うことができません。 
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一般会計

平成23年度　決算状 平成23年度　決算状 況をお知らせします 



61億9,684万円 
（支出） 

歳出の 
性質別 
 

61億9,684万円 
（支出） 

歳出の 
性質別 
 

13.4%

35.7%

11.7%

11.9%

10.6%

0.7%

6.4%
5.7%
1.5%
1.4%
0.9%
0.1%

歳出 

 
98,710円 
37,160円 
32,889円 
32,240円 
29,294円 
17,675円 
15,719円 
4,247円 
3,820円 
2,504円 
1,925円 
179円 

276,362円 

61億9,684万円 

61億9,684万円 61億9,684万円 

災害復旧費 402万円 
みなと公園施設災害復旧工事 
 327万円 

民生費 22億1,337万円 
社会福祉、障がい者福祉、福祉
医療、子ども手当（児童手当）、
保育所、子育て支援などの費用 
子ども手当（児童手当）支給事業 
 4億8,245万円 
福祉医療費給付事業 
 2億3,837万円 
放課後児童クラブ運営事業 
 2,973万円 

農林水産業費 
 4,316万円 
農業振興、農業用水管理などの
費用 
羽島用水パイプライン化事業
負担金 435万円 

商工費 5,614万円 
商工業振興、観光などの費用 
観光促進事業 1,715万円 

議会費 8,565万円 
議会の費用 

諸支出金 9,522万円 
一部の基金に貯金したお金 

消防費 3億5,246万円 
消防や水防などの費用 
常備消防事務事業 
 3億1,980万円 
 （羽島郡広域連合負担金） 

公債費 3億9,632万円 
国や銀行からの借り入れに対す
る返済金 

教育費 6億5,686万円 
小学校、中学校、学校給食センター、社会教育、
保健体育などの費用 
羽島郡二町教育委員会負担金 6,716万円 
笠松中学校防音事業 6,854万円 
運動場管理運営事業 5,474万円 

土木費 8億3,323万円 
道路、橋梁、河川、都市計画など
の費用 
交通バリアフリー化事業 
 7,316万円 
公園等管理事業 4,821万円 
サイクリングロード整備事業 
 1,499万円 

総務費 7億3,748万円 
一般事務管理、庁舎などの管理、
公共施設巡回町民バス運行管理、
徴税、戸籍住民基本台帳、町内
会助成などの費用 
防災備品管理事業 569万円 
情報化推進事業 4,545万円 
定住促進事業 1,137万円 

衛生費 7億2,293万円 
保健衛生、ごみなどの費用 
岐阜羽島衛生施設組合負担金 2億5,249万円 
次期ごみ処理施設整備基金積立金 5,003万円 

19.4%

15.2%

6.4%
18.3%

15.6%

14.2%

7.3%

1.1%
その他 
6,822万円 

扶助費 
12億445万円 

人件費 
9億4,240万円 

公債費 
3億9,644万円 

繰出金 
11億3,428万円 

補助費等 
9億6,479万円 

物件費 
8億7,927万円 

普通建設事業費 
4億5,069万円 

義務的経費（41％） 
支出が義務付けられ、簡単 
に削減することができない 
お金 

0.1%
災害復旧費 
411万円 

歳出 
（支出） 
歳出 
（支出） 

◇町民1人あたりの支出額 
民 生 費  
土 木 費  
総 務 費  
衛 生 費  
教 育 費  
公 債 費  
消 防 費  
諸 支 出 金  
議 会 費  
商 工 費  
農林水産業費 
災害復旧費  
合 計  

の財源の一部となり、町の行財政運営に使われました。 
しました。 
少しました。 
どのために24年度へ繰り越すべき財源として1億3,394万円を差し引き、

1年間で入ったお金と出ていったお金の差を計算する

�

平成23年度　決算状 況をお知らせします 況をお知らせします 

2.4%
積立金 
1億5,219万円 



25億円 

0

50億円 

75億円 

100億円 

125億円 

　地方公共団体の財政健全化に関する法律により、笠松町の平成２３年度健全化判断比率の４指標と公営企業における資
金不足比率を公表します。 
　この指標が基準値（早期健全化基準）を超えると財政再建団体の予備軍として、財政健全化計画の策定の義務付など、
自主的な改善努力による財政健全化を図ることになります。 
　笠松町の平成２３年度の健全化判断比率・資金不足比率は次のとおりです。 

　一般会計などの赤字の程度を示します。数値が大きいほど財政運営が深刻化
していることを表します。 
　平成23年度の笠松町は黒字のため、実質赤字比率は該当ありませんでした。 

●国民健康保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

26億1,510万円 

国民健康保険税 6億7,905万円 
　被保険者1人あたり約8万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計か
らの繰入金でまかなわれています。 

療養給付費・療養費 15億779万円 
　医療費（保険者負担分） 

1人あたり約23万円 
24億4,028万円 

●後期高齢者医療特別会計 

歳
入 

歳
出 

1億9,502万円 

後期高齢者医療保険料 1億3,828万円 
　被保険者1人あたり約6万円 
他に、一般会計からの繰入金でまかなわ
れています。 

後期高齢者医療広域連合納付金 
 1億7,958万円 
岐阜県後期高齢者医療広域連合が保険
料の決定や医療の給付などの事務処理
を行っています。 

1億9,115万円 

●介護保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

14億7,100万円 

介護保険料 2億6,385万円 
　被保険者1人あたり約5万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計か
らの繰入金でまかなわれています。 

介護給付費 12億531万円 
介護サービス利用（保険者負担分） 
　被保険者1人あたり1月で約17万円 
他に、介護予防事業などに使うお金とし
て支出されます。 

14億4,819万円 

●下水道事業特別会計 

歳
入 
歳
出 

9億693万円 

下水道使用料 1億8,791万円 
他に、国からの交付金や一般会計からの
繰入金、町債（町の借金）でまかなわれ
ています。 

公債費 4億8,296万円 
（下水道工事などのために国や銀行など
から借りたお金の返済などに使われるお金） 
下水道事業費 2億3,366万円 
（下水道工事などに使われるお金） 

8億9,126万円 

◇町の貯蓄は、どれくらいあるの？ ◇町の借金は、どれくらいあるの？ 
基金（町の貯蓄）現在高状況 町債（町の借金）現在高状況 
平成23年度の基金現在高は、前年度に比べて約4,000万
円増加しました。 

平成23年度の町債現在高は前年度に比べて約1億円減少し
ました。 

5億円 

0

10億円 

15億円 

20億円 

25億円 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

平成23年度健全化判断比率の4指標 
1.実質赤字比率　該当なし　【早期健全化基準：15％】 

　公営企業の料金収入の規模に対する資金不足額の程度を示します。数値が大きいほど経営状況が悪化していることを表します。 
　水道事業、下水道事業とも資金不足額が発生していないため、資金不足比率は該当ありませんでした。 

平成23年度公営企業における資金不足比率　　　資金不足額なし　【経営健全化基準：20％】 

　特別会計や企業会計などすべての会計を合算して、町全体としての赤字の程度
を示します。数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表します。 
　平成23年度の笠松町は黒字のため、連結実質赤字比率は該当ありませんでした。 

2.連結実質赤字比率　該当なし　【早期健全化基準：20％】 

　借入金の返済額やこれに準じる額の大きさを示しています。数値が大きいほ
ど資金繰りが悪化していることを表します。 
　笠松町は早期健全化基準を下回っており、平成22年度の比率は7.7％で、前
年度と比較しても0.2%減少しています。 

3.実質公債費比率　7.5％　【早期健全化基準：25％】 
　借入金や将来的に支出することが見込まれる現時点での残高を示しています。
数値が大きいほど将来、財政を圧迫する可能性が高いことを表します。 
　笠松町は早期健全化基準を大きく下回っており、平成22年度の比率は75.6
％で、前年度と比較しても3.4%減少しています。 

4.将来負担比率　72.2％　【早期健全化基準：350％】 

平成23年度 特別会計の決算状況 平成23年度 特別会計の決算状況 

基金と町債の状況 基金と町債の状況 

財政健全化比率の公表 財政健全化比率の公表 

106億8,362万円万円 

16億1,656万円万円 

30億6,139万円万円 

59億2,120万円万円 

107億4,741万円万円 

63億4,660万円万円 

19億4,003万円万円 

23億9,173万円万円 

61億4,461万円万円 

17億9,955万円万円 

27億5,396万円万円 

106億7,836万円万円 105億9,915万円 

16億1,656万円 

30億6,139万円 

59億2,120万円 

106億7,836万円 

63億4,660万円 

19億4,003万円 

23億9,173万円 

61億4,461万円 

17億9,955万円 

27億5,396万円 

106億9,812万円 

特定目的基金 
福祉や教育、社会
資本整備など特定
の目的のために貯
めておくお金 

財政調整基金 
財源が不足する場
合や災害などの緊
急の事態に備えて
貯めておくお金 

臨時財政対策債 
地方交付税として算定され
るべき額の一部をいったん
地方自治体で借りているお
金で、返済金額相当分は返
済する年度の地方交付税
に上乗せされています 

一般会計債 
一般会計で行う施設整備な
どのために借りているお金 

下水道事業債 
下水道施設整備のために
借りているお金 20億2,366万円 20億6,283万円 19億960万円 
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平成25年4月1日から 
「空き家等の適正な管理に関する条例」 

が施行されます 
　空き家になっている家屋などの所有者に適正な管理を義務付けるとともに、老朽化や自然災害など
で倒壊や建築資材の飛散などのおそれがある場合や、不特定者の侵入を容易に許し、放火や犯罪を
誘発するおそれがある空き家の所有者に対して、適正に管理するための指導、勧告、公表、命令の措
置をとるほか、そのまま改善がされずに放置され、著しく危険な状態にある場合には、行政代執行を行う
ことも視野に入れた条例を制定しました。 

○ 空き家などの所有者には、適正な管理を行う責務があります。 
○ 町民の皆さんは、管理不全な状態（注）にある空き家などの情報を、町にお知らせください。 
○ 町は管理不全な状態にある空き家などの所有者に助言、指導、勧告、氏名などの公表、命令を行
います。 

○ 町からの命令などが履行されないまま放置され、著しく危険な状態にある場合には、行政代執行を
行います。 

○ 所有者が高齢や遠隔地にお住まいなどで、空き家の改善などを行うことができない、または緊急な
危険回避が必要な場合には、所有者の同意を得て、町が必要最低限度の改善措置を講じます（費
用は後日、所有者から徴収します）。 

○ 警察その他関係機関と連携をとります。 

（注）管理不全な状態とは 
・老朽化、自然災害などにより、建築物などが倒壊したり、建築資材が脱落・飛散するおそれ
があることによって、人の生命などに被害が生じるおそれがある状態 
・不特定者の侵入を容易に許し、犯罪を誘発するおそれがある状態 

行政代執行までのフロー図 

※行政代執行 
所有者が命令措置を履行しないとき、履行しても十分でないときなどは、行政が代わりに実施（委託）
し、その要した費用を所有者に請求できるものです。 

町民の皆さんへ 
・家屋の管理は所有者の責任です。破損した箇所は早急に修理するとともに、不特定者が容易に
侵入できないように施錠するなど、適正に管理をしてください。 
・お近くに管理不全な状態にある空き家などがありましたら、町にご連絡ください。 

【問合先】総務課 

条例の主な内容 



　第６１回笠松町民大運動会が１０月７日、笠松中学
校で盛大に開催されました。 
　当日は天候にも恵まれ、町内対抗の「１２００mリレ
ー」や「近代三種リレー」、「綱引き」などをはじめ、「職
域・クラブ別リレー」、「子ども会ブロック別リレー」の
ほか、一般参加の競技などに多くの皆さんが出場さ
れました。 
　また、新競技「太極拳」や閉会式後の抽選会は大
いに盛り上がり、子どもからお年寄りまで和気あいあい
とした楽しい１日となり、スポーツの秋を満喫しました。 

町内別対抗 
1200mリレー 

町内別対抗 
近代三種リレー 

町内別対抗 
綱引き 

何が出るかな 
玉手箱 

ピューとポン 
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スポーツ�&�レクリエーションスポーツ�&�レクリエーションスポーツ�&�レクリエーション

第61回笠松町民大運動会開催 

町民大運動会大会結果 

▼職域・クラブ別リレー 
男子の部 
優　勝　羽島郡広域連合 
準優勝　まつぼっくらぶ 
３　位　消防団第一分団 

 
女子の部 
優　勝　笠松刑務所 
準優勝　保育所A 
３　位　保育所B

▼子ども会ブロック別リレー 
優　勝　第4ブロック 
準優勝　第21ブロック 
３　位　第1ブロック 

▼町内別対抗近代三種リレー 
優　勝　下新町 
準優勝　大池町 
３　位　中野 

▼町内別対抗1200mリレー 
優　勝　田代西 
準優勝　円城寺 
３　位　春日・東陽・常盤町 

▼町内別対抗綱引き 
Aブロック 
優　勝　田代西 
準優勝　八幡町 
３　位　長池西 

 
Bブロック 
優　勝　北及第1 
準優勝　西金池町 
３　位　中門間 

 
Cブロック 
優　勝　南栄町 
準優勝　下新町 
３　位　長池東 

 
Dブロック 
優　勝　上柳川町 
準優勝　春日・東陽・常盤町 
３　位　桜町 



　１０月８日、２０１２ぎふ清流国体デモンストレーション
としてのスポーツ行事「グラウンド・ゴルフ」が、笠松
みなと公園で盛大に開催されました。 
　晴天にも恵まれ、絶好のコンディションのなか、午
前は小中学生の部、午後は一般の部が開催されま
した。総勢５００人以上が参加され、真剣な表情で
プレーをし、グラウンド・ゴルフを楽しみました。 
　また、会場内では参加者に、船頭鍋や町ブランド
づくり検討委員会で研究開発中の地元産の農産
物（いちじく）を使ったお菓子なども振舞われました。 

第44回町民バドミントン大会結果 １０月１４日（日）町民体育館 （敬称略） 

大会結果 （敬称略） 
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▼一般男子の部 
優　勝　後藤雅男・松原佑樹 
準優勝　小川遼太郎・小島佑司 
３　位　伊藤督訓・濱口秀人 
３　位　松原秀昭・松原　諒 

▼一般女子の部 
優　勝　森  智美・加藤かなえ 
準優勝　稲越美穂・西村由美子 
３　位　後藤佐知子・川島ひろえ 
 

▼中学生男子の部 
優　勝　尾藤俊也・西垣慎太郎 
準優勝　黒木麗太・後藤　啓 
３　位　加藤滉士・鳥井章裕 
３　位　青山雅英・赤尾透真 

▼中学生女子の部 
優　勝　吉田百花・松原　葵 
準優勝　山下綾香・横山　靜 
３　位　伊藤佑莉・植村佳南 
３　位　大里　柚・井上裕里加 

▼親子（父子）の部 
優　勝　大里芳宏・渓 
準優勝　吉田　誠・凪沙 
３　位　都築　力・奈々 
３　位　吉原　聡・颯 

▼親子（母子）の部 
優　勝　國分里子・茜里 
準優勝　黒木真紀・皐汰 
３　位　松原ゆう子・海 
３　位　眞田雅代・空 

▼小学6年生の部 
優　勝　眞田　空・久瀬　東 
準優勝　吉田　凪沙・田島理瑚 
 
 

▼小学5年生の部 
優　勝　大里　渓・吉原　颯 
準優勝　都築奈々・國分茜里 
３　位　伊藤　優・若村知那 
３　位　加藤莉沙・加藤里奈 

▼小学4年生以下の部 
優　勝　太田　昇・黒木皐汰 
準優勝　加藤千聖・加藤千晶 
３　位　吉原　碧・若村芽映 
 

2012 ぎふ清流国体 
「グラウンド・ゴルフ」開催 

一般の部 

船頭鍋を参加者に振舞いました 

区　　分 優勝 

小学4年生 

小学5年生  
小学6年生  
中　学　生 

A会場 
B会場 

大　野　寛　司 
山　田　隆　聖 
平　工　楓　馬 
香　田　大　輝 
佐々木　湧　大 

準優勝 
小　崎　雄　太 
橋　本　直　弥 
井　坂　大　輝 
古　田　聡三郎 
後　藤　大　智 

第３位 
湊　　　将　悟 
廣　江　昭　伍 
河　合　健　留 
森　田　　　想 
森　　　雅　茂 

第４位 
丹　下　皓　太 
清　水　舜　介 
堀　　　祐　輔 
山　下　英　輝 
堤　　　広志郎 

第５位 
梅　村　准　平 
木　股　陸　空 
若　村　知　那 
井　上　寛　斗 
吉　田　彩　乃 

第６位 
岩　田　芽　衣 
平　木　亜　実 
後　藤　駿　介 
山　田　大　稀 
赤　尾　真　吾 

区　　分 優勝 
赤　会　場 
青　会　場 
黄　会　場 
緑　会　場 

炭　竃　やゑ子 
伊　藤　捷　男 
村　田　　　清 
白　木　義　夫 

準優勝 
山　田　清之助 
森　　　恒　昌 
西　池　洋太郎 
林　　　千　秋 

第３位 
市　野　登志子 
平　田　幸　子 
尾　崎　　　孝 
闍　垣　　　明 

第４位 
水　野　由起子 
森　　　康　子 
河　田　和　子 
古　田　茂　夫 

第５位 
足　立　和　子 
鵜　飼　成　子 
水　野　　　巌 
井　道　誠　

第６位 
海　塚　義　雄 
早矢仕　行　夫 
早　川　武　彦 
早　川　闍　典 

小中学生の部 

一般の部 
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長寿のお祝い 敬老会・敬老のつどい 

ハンドベルの伴奏で懐かしい歌をうたう参加者の皆さん 

　９月１２日、８８歳の方２９人を料亭吹原にお招きし、

敬老会を開催しました。 

　当日は、広江町長や来賓の方が「いつまでもお

元気で長生きしてください」とお祝いの言葉をか

けられました。 

　出席された皆さんは、鮎料理に舌鼓を打ちな

がら終始和やかに歓談され、楽しいひとときを過

ごされました。 

　また、９月１７日には、７５歳以上の方を対象に、

中央公民館で敬老のつどいを開催しました。当

日は、広江町長のあいさつ、来賓の祝辞に続き、

介護予防関連事業として浜千鳥や鐘の鳴る丘などの懐かしい歌をうたいながら、全員で楽しく体を動

かしました。また引き続き行われた、桂文福師匠による人権講演「ふれあい人権ばなし」に会場はにこ

やかな笑顔であふれました。 

　町老人レクリエーション大会が１０月１６日、町民

体育館で６０歳以上の元気なお年寄り５４０人が

参加して行われました。 

　競技は、「輪投げ」や保育所の園児と一緒に「お

おぐちパックン」など１２種目が行われ、参加者全

員が競技を心から楽しみました。 

　園児たちも元気よく演技や組体操を披露し、参

加した皆さんは笑顔で拍手を送っていました。 

園児と一緒に楽しいひととき 老人レクリエーション大会 

みんなで一緒に楽しく踊る参加者の皆さん 

　老朽化や耐震力不足により、改築する笠松
中学校屋内運動場の解体工事が、１２月から
始まります。中学校をはじめ、近隣にお住まい
の皆さんや学校開放で使用されている方 に々は、
大変ご不便とご迷惑をおかけしますが、よろし
くお願いします。 
　なお、解体工事は翌年３月に終了し、その後
新しい屋内運動場の建築に入り、平成２６年２
月末の完成を予定しています。引き続き、皆様
のご支援・ご協力をお願いします。 

12月から笠松中学校屋内運動場の解体工事が始まります 

完成予想図 
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　江戸時代、将軍に献上する鮎鮨を運んだ「鮎鮨街道」
を歩く「市民ウォーク鮎鮨街道」が９月２３日に開催され、
岐阜市から笠松町までの約９kmのコースを「鮎鮨荷」
とぎふ清流国体の「炬火」と一緒に、多数の皆さんが歩
かれました。 
　笠松エリアは笠松小、松枝小、下羽栗小の６年生と
笠松中学校の生徒が鮎鮨荷を担ぎ、元気いっぱい先導
しました。 
　途中の休憩所となった福祉会館では、道徳のまち推
進会議の皆さんが町民の力作の展示やお茶の接待な
どの「オレンジ日和」で一行をおもてなしされました。 
　また、到着した笠松みなと公園では、歩き終えた皆さ
んに手作りの「鮎雑炊」と「鮎鮨」が振る舞われました。 

　名鉄沿線ハイキング「笠松歴史探訪と笠松刑務所
矯正展」が、１０月１３日に新木曽川駅をスタートし、笠
松駅を目指す約７kmのコースで開催されました。 
　秋晴れの良い天気に恵まれ、県内外から約２,５００
人が笠松町内を歩き、町内の８か所で、住民の皆さん
による心からおもてなしを満喫しました。 
　おもてなしの中心となったのは、町民有志の「かさ
まつ超おもてなし隊」のメンバーで、この日のハイキン
グのため会合を重ね、町外の人に笠松を知っていた
だき、参加者に楽しんでもらおうという思いで取り組ま
れました。 
　笠松の名所である石畳や陣屋県庁跡、鮎鮨街道
では、説明看板を設置し、歴史の説明をしました。笠
松みなと公園のあずまやや本町通りでは笠松名物の
物販、随所でお茶などが振る舞われ、参加者の皆さん
は「笠松町のおもてなしはすごいね」と話していました。 

市民ウォーク「鮎鮨街道」 
　　　　　　　　　笠松では小中学生が鮎鮨荷を運ぶ 

名鉄ハイキングでおもてなし 

江戸時代に鮎鮨を運んだ街道を歩く小中学生たち 

笠松湊と石畳の説明を受ける皆さん 

あずまやで笠松の名物を購入する皆さん 

笠松中学校南側で休憩する皆さん 陣屋県庁跡ではお茶のおもてなし 

笠 松 で ウ ォ ー キ ン グ 
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リバーサイドカーニバル2012 
かさまつの魅力再発見！ 

　10月21日、笠松みなと公園で
リバーサイドカーニバル2012が
秋晴れの下、盛大に開催されま
した。 
　ステージでは、園児や小中学
生による可愛らしい演技や清流
長良川親善大使「水森かおり」
のミニステージなどが行われ、華
やかな舞台となりました。会場内
は、乗馬体験やちびっ子コーナー、
グルメコーナーなど大勢の人で
賑わい、かさまつPRコーナーでは、
かさまつクイズや笠松町ブランド
づくり検討委員会で商品化を進
めているイチジクを使ったお菓子
の限定販売が行われました。 
　また、木曽川では、川船遊覧
やEボート大会が行われ、一般
の部と小学生の部に分かれて
競技を実施したEボート大会には、
合計46チームが参加し、熱戦が
繰り広げられました。入賞チーム
は次の皆さんです。 

かさまるグッズあたるかな？ スーパーボールすくい「ちびっ子コーナー」 乗馬体験 

かさまつクイズを楽しむ皆さん 
「PRコーナー」 

Eボート大会一般の部で優勝した 
「笠松町消防団第3分団」 

ひよこを手にとる子ども 
「ふれあい動物園」 川船遊覧 

笠松幼稚園の演技 

○一般の部 
優　勝　笠松町消防団 

第3分団 
準優勝　美濃白川Eボート 

スポルトクラブ 
３　位　岐阜羽島警察署 

○小学生の部 
優　勝　羽栗野球A 
準優勝　まつぼイエロー 
３　位　まつぼブルー 
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　全国的に少子化が進むなか、平成１５年７月に少子

化対策の一環として「次世代育成支援対策推進法」

が定められました。この法律に基づき、町では次代の

社会を担う子どもを生み育てる子育て家庭を、地域や

町などが住民協働で育成支援する「笠松町次世代

育成支援地域行動計画」を策定し、「ともに育ち、とも

に育てるまち　かさまつ」を基本理念として、子育て支

援の充実や各種の子育て支援事業を総合的・計画

的に進めています。 

【子育てを支援する生活環境の整備】 
　　誰もが安心して公共交通機関を利用した移

動が行なえるように、笠松駅前広場のバリアフ

リー整備工事を行いました。 

※詳しくは、町のホームページをご覧ください。 

【問 合 先】子育て支援センター 

子どもを生み育てやすいまちを目指して 子どもを生み育てやすいまちを目指して 

◇◆平成23年度の主な進捗状況◆◇ 

【職業生活と家庭生活の両立の推進】 
　　子育てと仕事の両立をサポートするため、岐

阜市・羽島市に加え、新たに岐南町と病児・病

後児保育の協定

を結び、広域で利

用できるよう、保育

サービスの充実を

図っています。 

赤ちゃんステーション 

名鉄笠松駅前広場 

【地域における子育ての支援】 
①親子プレイルームの改修工事を行いました。乳

幼児連れの親子が一緒に利用できるトイレ、オ

ムツ替えや授乳などができる「赤ちゃんステー

ション」を設置し、子育てにやさしい環境を整え、

育児中の親子が安心して利用できる場を提供

しています。 

　　また、絵本・育児書の充実により、情操教育

の促進に努めています。 

②笠松保育園に加え、新たに松枝保育所と下羽

栗保育所で障がい児保育を開始しました。 

　ことばの教室、学校などとの連携を強化し、

支援の体制づ

くりに努めてい

ます。 
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笠松町 岐南町 

電　話 
387‐2257 
387‐0180 
388‐8700 
387‐4504 
387‐6010 
388‐3600 
387‐6161 
387‐3378 
388‐0111

所　在 
上 本 町  
門 間  
田 代  
美 笠 通  
米 野  
奈 良 町  
門 間  
田 代  
泉 町  

医療機関名 
伊 藤 内 科  
岩 村 医 院  
片 山 ク リ ニ ッ ク  
小 寺 医 院  
こ め の 医 院  
杉 山 内 科 医 院  
羽 島 ク リ ニ ッ ク  
ひ ら た ク リ ニ ッ ク  
まつなみ健康増進クリニック 

電　話 
247‐2626 
249‐1366 
268‐0307 
247‐6630 
278‐1030 
247‐5131 
247‐3322 
248‐3211 
247‐8828 
215‐7771 
246‐8882

所　在 
上 印 食  
野 中  
徳 田  
八 剣  
下 印 食  
上 印 食  
野 中  
野 中  
三 宅  
八 剣 北  
八 剣  

医療機関名 
赤 座 医 院 上 印 食 診 療 所  
お お し ろ 内 科  
岡 山 ク リ ニ ッ ク  
河 合 内 科 ク リ ニ ッ ク  
北 田 内 科 ク リ ニ ッ ク  
沢 田 内 科  
サ ン ラ イ ズ ク リ ニ ッ ク  
し み ず こ ど も クリニック  
伏 見 医 院  
や ま う ち ク リ ニ ッ ク  
渡 辺 小 児 科  

高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成 

 

 
 

接 種・ 
申請の 
方 法  
 
 

 
 

持ち物 

羽島郡内の医療機関で接種する場合 

①医療機関へ予約 
 
②医療機関に設置してある「高齢者肺炎球菌予防接種
費用に関する助成申請書」を記入し、接種を受ける 
③助成額4,000円を差し引いた接種費用を支払う 
（接種費用は医療機関によって異なります） 
※接種後、役場に申請する必要はありません。 

〈接種時に必要なもの〉 
・保険証など（住所・生年月日のわかるもの） 
・印鑑 

羽島郡外の医療機関で接種する場合 

①医療機関で接種費用を全額支払い、接種を受ける 
（接種費用は医療機関によって異なります） 
②医療機関で接種した証明（接種済証など）と接種費
用のわかる領収書をもらう 
③接種後3か月以内に、役場福祉健康課窓口または福
祉健康センターへ申請する 

※申請後、助成金を接種された方の口座に振り込みます。 

〈申請時に必要なもの〉 
・申請書（接種前または申請時に、役場福祉健康課窓
口または福祉健康センターでお渡しします） 
・印鑑　・領収書　・接種した証明（接種済証など） 
・振込先のわかるもの 

 
 
【対 象 者】 
【助 成 額】 
【助成回数】 
【助成方法】 

【注意事項】 
 
 
【問 合 先】 

　高齢者の肺炎とその重症化を予防するため、肺炎球菌ワクチンの予防接種をされる方に、接種費用
の一部を助成します。 

接種日に笠松町に住民登録のある６５歳以上の方 
４,０００円（ただし、接種費用が４,０００円未満の場合はその接種費用） 
１人１回のみ 
 

この予防接種は任意接種で、予防接種法に基づく定期の予防接種ではありません。接種
にあたっては医師とよく相談してください。なお、接種後健康被害が生じた場合は、独立行
政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度により救済されます。 
福祉健康課 

四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）予防接種 

 
 
【対 象 者】 
 
【接種回数】 
 
 
【実施医療機関】 

【持 ち 物】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　１１月１日から、四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）ワクチンの個別接種を次の医療
機関で実施します。医療機関に直接予約し、四種混合予防接種予診票を持ってお出かけください。 

接種日に生後３か月から７歳６か月（９０か月）未満児。ただし、過去に三種混合（ジフテリア・
百日咳・破傷風）ワクチンが未接種で、ポリオ（生・不活化）ワクチンも未接種であること。 
○１期初回接種は、２０日から５６日までの間隔をおいて３回接種 
　標準的な初回接種（１～３回目）の接種年齢は、生後３か月から１２か月です。 
○１期追加接種は、１期初回接種終了後１２か月から１８か月の間で１回接種 
 

母子健康手帳、予防接種予診票 
※現在お持ちの三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）、ポリオ（生・不活化）予防接種の
予診票は使用できません。新たに、四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ
ワクチン）予防接種予診票をお渡ししますので、役場福祉健康課窓口または福祉健康
センターへ、母子健康手帳と三種混合、ポリオ予防接種予診票を持ってお越しください。 
福祉健康課 
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シリーズ⑧ 
免疫力アップで風邪知らず 免疫力アップで風邪知らず 

　今年もまた風邪をひきやすい季節がやってきま
した。睡眠不足や疲労で、体力が低下していると、
免疫力が下がります。 
　風邪の予防に欠かせないのが、ビタミンAとビ
タミンCです。 
 
　これからの季節、クリームシチューの具材も、じ
ゃがいもの他にも、かぼちゃやブロッコリー、ほうれ
ん草を加えれば色どり豊かな、風邪予防の一品が
出来上がります。 
　また、身体を芯から温めることは、免疫力を高
めます。温かいお鍋を家族で囲んだり、身体を温め、
血行をよくする効果のあるネギやショウガを使った
料理を食べるよう心がけましょう。 
　風邪は万病の元です。「風邪かな？」と思ったら、
栄養補給・保温・安静で早めに治しましょう。 

猿尾のつつみ② 
さるさる お 

猿尾のつつみ② 
さる お 

羽栗郡地内木曽川通堤切所絵図（岐阜県歴史資料館蔵） 

ビタミンA

体内に 
おける 
働き 

多く 
含む 
食品 

効率の 
良い 
食べ方 

粘膜を形成してくれる働き
があります。ウィルスは鼻
やのどの粘膜から入るため、
これらの機能を強くして、
ウィルスの体内への侵入
を防ぎます。 

人参・かぼちゃ・ほうれん草・
小松菜・にらなどの緑黄色
野菜に多く含まれます。 

ビタミンAは、油に溶けや
すい性質なため、炒め物な
ど油脂とともに、とるよう
にしましょう。 

ビタミンC

ウィルスに対する抵抗力を
高める働きをします。 

みかん・キウイフルーツ・ブ
ロッコリー・カリフラワー・
いも類※などに多く含まれ
ます。 

水に溶け、熱に弱い性質な
ため、手早く洗い、高温で
さっと加熱しましょう。煮
汁まで食べられる煮物や
スープなどでとりましょう。 

※いも類のビタミンCは、でんぷんにガードされているため、熱で
壊れにくい特徴があります。じゃがいもは、ゆでる時に皮つきの
まま加熱すると、よりビタミンの損失が防げます。また、さつま
いもは抗酸化作用のある皮も丸ごと食べると、がんや生活習慣
病の予防にもなり、おすすめです。 

むこうのつつみは、二年あまりででき 

あがってしまったが、こちら側 
がわ 

は、大雨 

が三日も続 
つづ 

いて降 
ふ 

ると、いくらたわらに 

砂 
すな 

を入れてつんでものりこえてしもうた。 

なにしろ、そのころのつつみは、高く 

ても三、四メートルあるだけで、たいこ 

の音を聞いてふるえながら、やねうらで 

ねることが多かった。 

だが、つつみ切れさえなければ、ニ、 

三日でまた、水がひいたもんじゃった。 

それが、つつみでも切れようものなら、 

大切に育 
そだ 

ててきた田の稲 
いね 

は、みのらなく 

なってしまうしな、家や人まで流 
なが 

されて 

しまった。 

村の衆がよると、いつもつつみの話で 

あった。 

「 つつみを高くせんとあかんが、なんとか 

ならんじゃろか。 」 

いつもこんなに水につかっては、田ん 

ぼもつくれなかった。 

「代 
だい 

官 
かん 

さまに、強くみんなでいうてもだめ 

じゃろか。 」 

「 そのとき、 

「 わしの聞いた話じゃが、尾 
お 

張 
わり 

にはつよい 

殿 
との 

さまがついてござって、 “美 
み 

濃 
の 

のつつみ 

は、尾 
お 

張 
わり 

のつつみより、三 
さん 

尺 
じゃく 

ひくかるべ 

し”というてござるそうな。 」 

「 そんなら、こっちのつつみは高くしちゃ 

あかんというこっちゃのう。 」 

「 それじゃあ、なおのこと、つつみ切れだ 

けは、みんなの手でなんとかせんとあか 

んのう。 」 

「 ほんとや、ほんとや。つつみ切れだけで 

もなくす手は、ないもんかのう。 」 

（つづく） 
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お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

休日急病診療（内科・歯科） 
福祉健康課 

　１１月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。
また、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認し受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

4 

11 

18 

23 

25

やまうちクリニック 

松 波 総 合 病 院  

渡 辺 小 児 科  

岩 村 医 院  

伊 藤 内 科  

赤座医院上印食診療所 

岐南町八剣北  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

笠 松 町 門 間  

笠松町上本町  

岐南町上印食  

215‐7771 

388‐0111 

246‐8882 

387‐0180 

387‐2257 

247‐2626

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

4 

11 

18 

23 

25

久 納 歯 科 医 院  

秋 田 歯 科 医 院  

ご と う 歯 科  

ゆう歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

高 瀬 歯 科 医 院  

笠松町下本町  

岐 南 町 三 宅  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 野 中  

笠 松 町 田 代  

岐南町上印食  

387‐2051 

247‐1196 

387‐0955 

259‐6480 

387‐9981 

240‐5050

お知らせ
 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

��

　みなさんのあたたかい思いやりが、
助け合いの輪を広げます。ぜひ献血
にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 福祉健康課 

月日（曜） 場　　所 時　　間 

11月26日（月） 
（如月町） 

（司　町） 

9：00～12：00 

13：30～16：00

献血 福祉健康課 お願い
 

大 洋 電 機 ㈱  

笠 松 町 役 場  

♪親子で3B体操♪ 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
♪つくってあそぼ♪ 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
【問 合 先】 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
開催 子育て支援センター 

お知らせ
 

 
１１月１４日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所（上新町１７２） 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行ないますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

 
１１月２５日（日） 午前１０時～１１時 
松枝みなみ会館（北及３３番地２） 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談はありません。 
子育て支援センター 

　１１月は児童虐待防止推進月間です。あなたの「も
しや？」が子どもを救います。ひとりで抱えこまず、地域
の皆さんと連携を図り、子どもの笑顔を守りましょう。 

　平成２４年度「児童虐待防止推進月間」標語とし
て全国公募により選定された作品です。 

児童虐待防止推進月間 児童虐待防止推進月間 

『気づくのは　あなたと地域の　心の目』 



総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 

お弁当　会席料理　しゃぶしゃぶ・すき焼き 

笠松町北及175（町民バス『小町屋』下車0分）TEL 058-388-0980

和風食房 

体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 12月分 

テニスコート 
運 動 場 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

11月25日（日） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後7時45分～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

��

 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験開催 福祉健康課 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士な
どが、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催します。 

１１月２８日（水）  
午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
こころの相談と就労体験 
１１月２１日（水） 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【演　　題】 
【講　　師】 
【問 合 先】 

ふるさと笠松塾開催 
教育文化課 

　自分の育った町を振り返り、残したい行事、加
えたい行事、変えたい行事を考え、さらに連携を
深め、地域の活性化を目指してみませんか。 

１２月８日（土） 午後２時～３時３０分 
中央公民館集会室 
うらやましい笠松町の文化行事 
元下羽栗・松枝小学校長　浅野晃一郎 氏 
中央公民館 

お知らせ
 

全国一斉「女性の人権ホットライン」 
強化週間 岐阜地方法務局 

お知らせ
 

グループワーク開催 
福祉健康課 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やご家族、こころの悩みをお
持ちの方の憩いと交流の場です。 

１１月１５日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
カレンダー作り 
２００円 
１１月８日（木） 
福祉健康課 

お知らせ
 「保護者のための料理教室」 

開催 町食生活改善連絡協議会 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
【参 加 費】 
【持 ち 物】 
【定　　員】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　食生活が多様化する中で、旬を楽しみ、地域
の食文化を伝えていく機会が少なくなっています。 
　小中学生を持つ保護者を対象に、食の重要性
を理解し、健康な食を伝えていくことを学びます。 
　食生活改善推進員と一緒に、旬の食材を使っ
た栄養満点の料理を作りましょう。 

１２月２１日（金）  
午前９時３０分～午後０時３０分 
中央公民館 
講義・調理実習 
２５０円　※当日ご持参ください。 
エプロン・三角巾 
３０人 
１２月７日（金） 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
【相談日時】 
 
 
 
 
【相 談 先】 
【問 合 先】 

　夫やパートナーからの暴力、職場などにおける
セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為など、
女性をめぐる人権相談に、県内の女性人権擁護
委員が中心となって電話で相談に応じます。 
　相談は無料で、秘密は厳守しますので、お気
軽にご利用ください。 

１１月１２日（月）～１８日（日） 
午前８時３０分～午後７時 

ただし、土・日曜日は午前１０時～午後５時 
※強化週間以外の日でも、平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで相談に応じています。 

蕁０５７０‐０７０‐８１０（女性の人権ホットライン） 
岐阜地方法務局人権擁護課 
蕁２４５‐３１８１ 
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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

��

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

テーマ「税の役割と税務署の仕事」 
　皆さんに、租税の役割や税務行政に対する
理解を深めていただくために、国税庁（税務署）
ではさまざまな行事を実施します。 
国税庁ホームページ　http：//www.nta.go.jp 
　「税を考える週間」の特集ページなど、税
に関する情報が満載です。 
【問 合 先】岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

税を考える週間 

11月11日（日）～17日（土） 

税務署からのお知らせ 

パート収入に対する税 
　パート収入は、通常、給与所得となります。 
　課税される所得は、パートの年収から給与所
得控除（最低６５万円）と基礎控除（３８万円）な
どの所得控除を差し引いた残額となります。 
　パート収入が１０３万円以下でほかに所得がな
い場合、所得税はかかりません。 
　ただし、パート収入が９３万円を超える方は、町
県民税がかかる場合があります。 
配偶者にパート収入がある場合 
　例えば、夫に課税される所得があり、妻の収入
がパート収入のみの方の場合、パート収入が１０３
万円までであれば、夫は所得税の配偶者控除
（３８万円）が受けられます。 
　配偶者特別控除は、配偶者控除の対象では
ない妻の所得によって調整されますが、最高額は
３８万円です。この控除は、妻のパート収入が１０３
万円を超えて１４１万円未満であれば、受けること
ができます。 
　ただし、夫の合計所得が１,０００万円（給与収
入で約１,２３１万円）を超えると受けることができま
せん。 
【問 合 先】税務課 

主婦と税（パートと税） 
税務課 

お知らせ
 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

◎年末調整説明会 
１１月１９日（月） 午前１０時～正午 
中央公民館　３階大ホール 

※説明会の案内書と申告に必要な関係書類を
併せて郵送しますので、当日ご持参ください。 
◎青色申告決算説明会 

１１月２０日（火） 午後１時～３時 
岐阜南税務署　大会議室 

（岐阜市加納清水町４丁目２２番地の２） 
※平成２４年分の青色申告決算書は、確定申告
書などに同封して送付されます。 
※e-Taxにより申告を行った翌年には、確定申告
書・青色決算書などは送付されません。 
※確定申告書や青色決算書などは、国税庁ホー
ムページ（http://www.nta.go.jp）からダウンロ
ードできます。 

税務課 
岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

年末調整・青色申告決算説明会 
開催 税務課・岐阜南税務署 

お知らせ
 

　「住宅用火災警報器普及促進活動」として、
平成２１年度に町自主防災会協議会が配布した、
住宅用火災警報器に付属されている電池の一
部に、電池寿命が想定より短く、電池切れ警報を
発するという事例が発生しています。 
　３０秒に１度「ピッ」と音が鳴りましたら、次のとこ
ろまでご連絡ください。業者から、代替電池が送
付されます。 
○配布した火災警報器の商品名 
　けむピー（YSA-２１０JP・YSA-３１０JP） 
○連絡先　ヤマトプロテック株式会社 
　①午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 
　　蕁０５７０‐０８０１００ 
　② ①以外 
　　蕁０７２‐３６１‐２１０１ 
【問 合 先】総務課 

火災警報器の電池交換 
総務課 

お知らせ
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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

��

　町運動公園を岐阜都市計画公園（近隣公園）
として決定するため、関係図面を縦覧します。 
　これは、この公園が位置する松枝地域で、近
隣にお住まいの皆さんが利用する休息、散歩や
レクリエーション、コミュニティなどの場を提供する
とともに、災害時における避難などの安全性確保
の場として整備する必要があるため、都市計画
決定するものです。 
【縦覧期間】１１月１日（木）～１４日（水） 
【縦覧場所・問合先】建設課 

岐阜都市計画公園の決定（案） 
の縦覧 建設課 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　地震に備えるため、昭和５６年５月３１日以前に
着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希
望される方に、無料で専門家を派遣し、耐震診
断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を行
っています。 
　また、昭和５６年６月１日以降に着工された木造
住宅の耐震診断と昭和５６年５月３１日以前に着
工された木造住宅の耐震補強についても費用の
一部を助成する制度があります。 

１２月２８日（金） 
建設課 

【問 合 先】 岐阜県商工労働部計量検査所 
蕁２５４‐８１８８ 

木造住宅の無料耐震診断 
建設課 

お知らせ
 

　商店や病院、事業所などで取引・証明に使用
されるはかりは、計量法に基づく定期検査を２年
に１度受けなければなりません。 
　この検査を受けないで、はかりを取引・証明に
使用すると計量法違反行為となりますので、ご注
意ください。 
　はかりの定期検査を、次の日程で行いますので、
対象となるはかりをお持ちの方は、必ず受検して
ください。 
～検査対象となるはかり～ 
・はかり売り商品に使用するはかり 
・食品関連事業所（製造・加工・販売）で商品を
袋詰めする際に使用するはかり 
・医療機関や薬局で使用する調合用のはかり 
・学校、医療機関で健康診断に使用するはかり 
・宅配便に使用するはかり　など 
【日　　程】 

はかり定期検査 
県商工労働部 

お知らせ
 

月日（曜） 検査時間 

11月 
13日（火） 

 

14日（水） 

午前10時～ 
11時30分 

午後1時～ 
3時 

午前10時～ 
午後3時 

場　　所 

JAぎふ 
さかい川支店 

JAぎふ 
はぐり支店 

笠松町役場 

対象地域 

松枝地域 
 

下羽栗地域 
 

全地域 

 
 
 
【日　　時】 
【種　　別】 
 
【区　　間】 
【申込期間】 
 
【申込・問合先】 

　今年で５４回目を迎える羽島郡駅伝競走大会。
笠松みなと公園を発着としたコースで、健脚を高
め合いましょう。 

１２月１６日（日） 午前８時３０分～ 
中学生の部・一般の部・シニアの部 
（それぞれ男女別） 
笠松みなと公園周遊コース５区間 
１１月２日（金）～１６日（金） 
午後５時まで（土・日曜日除く） 
羽島郡体育協会 
（羽島郡二町教育委員会内） 
蕁２４５‐１１３３ 

元気に駆けよう！ 
羽島郡駅伝競走大会参加 

羽島郡体育協会 

募 集 

【問 合 先】 岐阜地方協力本部岐阜募集案内所 
蕁２６２‐１８１８ 

自衛官 
自衛隊岐阜基地協力本部 

募 集 

18歳以上 
27歳未満 

中卒（見込含） 
17歳未満 

受験資格 

11月9日（金） 
 

12月7日（金） 

24年 
1月7日（月） 

受付期限 

11月17日（土）～19日（月） 
で指定された日 

24年 
1月18日（金） 

24年 
1月28日（月） 

試験日 

自衛官候補生 
（男子） 

高等工科学校生徒 
（男子）〈推薦〉 

高等工科学校生徒 
（男子）〈一般〉 

募集種目 
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【問 合 先】 

　雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助
成金の内容が、１０月１日から一部変更されました。
現在受給中、または今後利用をお考えの事業主
の方はご注意ください。 
①生産量要件の縮小 
②支給限度日数の縮小 
③教育訓練費の引下げ 

岐阜労働局助成金センター 
蕁２６３‐５６５０ 

 
 
【問 合 先】 

　岐阜県最低賃金が、１０月１日から時間額７１３円
になりました。 

岐阜労働局労働基準部賃金室 
蕁２４５‐８１０４ 

事業主の皆さんへ 
岐阜労働局 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　笠松町婦人会が平成２５年３月３１日をもって解
散し、笠松町婦人会の活動精神や、地域に根付
いた活動を受け継ぎ、会員相互の親睦を図り、知
識と教養を高めるとともに、よりよい生活と地域社
会に貢献することを目的にした「笠松町女性の
会（仮称）」が平成２５年４月に発足します。 
　詳しくは中央公民館、松枝公民館、総合会館
にあるチラシをご覧ください。 

「笠松町女性の会（仮称）」設立準備委員会
事務局（中央公民館内） 

「笠松町女性の会（仮称）」 
　　　　　　発足します 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開 催 日】 
 
 
【場　　所】 
 
【内　　容】 
 
【定　　員】 
【受 講 料】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
【申込・問合先】 

　子育てを地域で支え合う仕組み「ファミリー・サ
ポート・センター」の提供会員になりたい方や子ど
もの預かり、子育て支援に興味がある方のため
の研修会を開催します。より良い援助を学び、子
どもへの理解を深め、子育てのスキルアップや支
援のためにも、ぜひご参加ください。 
～ファミリー・サポートとは～ 
　「育児の援助を行いたい方［提供会員］」と「育
児の援助を受けたい方［依頼会員］が会員となり、
地域の中でお互いに助け合っていく制度です。 

１１月２８日（水）・３０日（金） 
１２月 ５日（水）・６日（木） 
※４日間の連続講座です。 
かみなり村西館　あろはホール 
（羽島市正木町坂丸２丁目７８番地） 
子どもの世話と遊び、子どもの発達と
心理、子どもの発育と病気など 
３０人（先着順） 
無料 
１１月２６日（月） 
申込用紙に必要事項を記入し、FAX
でお申込みください。申込用紙は、町
の各施設にあります。 
・はしま広域ファミリー・サポート・センター 
　蕁３９１‐１２２８　FAX３９４‐０１１３ 
・子育て支援センター 

提供会員研修会開催 
はしま広域ファミリー・サポート・センター 

お知らせ
 

 
 
【開催日時】 
 
 
 
 
 
【場　　所】 
 
【予約・問合先】 

　成年後見制度の普及と高齢者の権利保護を
図るため、相談会と説明会を開催します。 

１２月８日（土） 
・高齢者・障がい者のための成年後見相談会 
　午前１０時～午後４時（無料・予約優先） 
・遺言と成年後見制度の説明会 
　午前１０時～１１時３０分 
　（無料　定員５０人　要予約・先着順） 

ふれあい福寿会館４階 
（岐阜市薮田南５‐１４‐５３） 
（公社）成年後見センター・リーガル
サポート岐阜県支部 
岐阜県司法書士会　蕁２５９‐７１１８ 

成年後見相談会・説明会開催 
（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部 

お知らせ
 

雇用調整助成金などの内容が変わります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で、
障がいのある方を雇用する義務があります（障
害者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成２５
年４月１日から次のように変わります。事業主の方
は、ご注意いただきますようお願いします。 
（１）民間企業の法定雇用率　１.８％→２.０％ 
（２）障がいのある方を雇用しなければならない事

業主の範囲　従業員５６人以上→５０人以上 
※対象となる事業主は、毎年６月１日時点の障害
者雇用状況をハローワークに報告しなければ
なりません。 

岐阜労働局職業対策課 
蕁２４５‐１３１４ 

「障害者の法定雇用率」が引上げになります 
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　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすために、ワンデーレッスンを開催します。ぜひ、ご
参加ください。 
【対　　象】町内在住・在勤・在学の方 
【受 講 料】１講座につき３００円（材料費別途必要） 

※受講当日に材料費と一緒にお支払いください。 
【申込期間】１１月１日（木）～１２日（月） 午前９時～午後９時３０分 

※申込み多数の場合は抽選し、抽選から漏れた方にはご連絡します。 
※申込みが１０人未満の場合は、開講しません。その場合は、ご連絡します。 
※受講当日は、必ずご出席ください。 
【申込・問合先】中央公民館 

夢ある生活へステップアップ 
　　　　　ワンデーレッスンの受講者 教育文化課 

開催日時 

① 

② 

③ 

④ 

11月22日（木） 
9：30～11：30 

11月29日（木） 
13：30～15：30 

12月8日（土） 
10：00～11：30 

12月13日（木） 
13：30～15：30

内　容 場　所 

とき絵　立体手芸 
（ブローチ作り） 

フォークダンス 
 

クリスマスリース作り  

押し花アート 
（羽子板作り） 

中央公民館 
学習室1 

中央公民館 
大ホール 

中央公民館 
集会室 

中央公民館 
学習室1

材料費 

400円 

― 

1,000円 

500円 

持ち物など 

 
― 

 

運動ができる服装・
タオル・飲み物（必
要な人のみ） 

針金が切れるハサ
ミまたはペンチなど・
持ち帰り用の紙袋 

 
ピンセット・ハサミ 

講　師 

小川弘子 

冨田恵子 

森　典子 

和田真弓 

定員 

15人 

25人 

20人 

20人 

　生涯学習発表会を１１月１８日（日）に中央公民館で開催します。 
　皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひお出かけください 

【問 合 先】中央公民館 

生涯学習発表会開催 
教育文化課 

部　門 場　　所 

作品展示 

ステージ発表 

お点前披露 

各階の部屋 

大ホール 

茶華道室 

時　　間 

午前9時～午後4時 

午後1時～3時15分 

午後1時～3時 

発表講座名 

家庭料理、楽しいお菓子作り、トールペイント＆プリザーブドフラ
ワー、はじめての囲碁、編むビーズアクセサリー、パソコン（表計
算）、パソコン（文書作成）、優しさいっぱい手作りパン、楽しい季
節の寄せ植え、水彩画、歌って学ぶ英会話、デジタルカメラ克服
講座、フラワーアレンジメント、ステンドグラス制作、“福よ来い
来い”水墨画・墨彩画、花アート、プリザーブドフラワー、一から
の毛筆、リラックスＹＯＧＡ、陶芸、ビューティピラティス 

フォークダンス、楽しいオカリナ、歌謡舞踊、太極拳入門、ベリー
ダンス入門、楽しいフラダンス 

煎茶入門 

お知らせ
 

募 集 
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　はがきに、①事業名　②参加希望日　③参加者全員（はがき１枚に２人まで）の氏名（ふりがな） 
④代表者の郵便番号、住所、電話番号を記入し、事務局へ郵送してください。応募者多数の場合は抽
選となります。 

野外活動事業の参加 
木曽川学研究協議会 

募 集 

笠松を歴史探訪する会 
 

内 容  

日 時  

集 合 場 所  

定 員  

参 加 費  

申 込 締 切  

申込・問合先 

　町内の史跡や遺跡、
笠松湊などを見て歩き
ます。 
 
 
 

11月22日（木） 
午前10時～午後2時 

 

笠松中央公民館 

30人 

1,500円 
（昼食代込） 

11月16日（金）必着 

木曽川学研究協議会事務局 
〒501‐6022　各務原市川島松倉1951‐4　蕁0586‐89‐6055（月曜日休み） 

円空上人生誕の地・ 
羽島市の歴史散策 

　円空上人ゆかりの寺
や資料館をはじめ、羽島
市内の史跡・遺跡を散
策します。 
 
 

11月30日（金） 
午前9時 

～午後4時30分 

30人 

2,000円 
（昼食代、入館料込） 

11月22日（木）必着 

各務原市の古墳見学会 事 業 名 

　南山大学名誉教授の
伊藤秋男先生の案内で、
各務原市に所在する古
墳を見学します。 
 
 

12月5日（水） 
午前9時30分 

～午後4時30分 

30人 

1,500円 
（昼食代込） 

11月27日（火）必着 

国宝茶室如庵、 
犬山城と町並み散策 

東海学院大学の松田之
利学長の案内で、現存
する国宝茶室三名席の
1つ「如庵」と、犬山城
を見学し、町並み散策を
します。 

12月7日（金） 
午前9時15分 

～午後4時15分 

各務原市民公園北（中央図書館北） 

30人 

3,500円 
（昼食代、入館料、お茶代込） 

11月27日（火）必着 

��

 
 
 
【展示期間】 
 
 
【展示内容】 
【対 象 者】 
 
 
【応募期限】 
 
【応募・問合先】 

　毎年恒例の新年企画 干支巳年展「私たち巳
年生まれです」コーナーに、写真付きで紹介します。
来年、年男・年女の方はぜひ、ご応募ください。 

平成２５年１月４日（金）～ 
２月１１日（月・祝） 

新年企画 干支 巳年展　会期中 
氏名・生年・顔写真・抱負を一言 
巳年生まれの方 
（大正６年、昭和４・１６・２８・４０・５２・
６４年、平成元・１３年生まれ） 
１２月１４日（金） 

※詳しくは、資料館までお問い合わせください。 
歴史民俗資料館 

 
 
 
【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
【選定方法】 
【応募・問合先】 

　１月号広報紙の表紙イラストを募集します。 

　採用された場合は、「かさまるくん・かさまるちゃ

ん」のぬいぐるみをプレゼントします。 

１１月２６日（月） 

作品と応募用紙（町ホームページか

らダウンロードできます）を企画課へ持参、郵送、

メールで送信してください。作品は約20cmの

正方形の用紙に手書きか、画像ファイル（Jpeg

形式かGif形式）どちらでも構いません。 

企画課で決定 

企画課 

E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

「私たち巳年生まれです」コーナー 
に載りませんか 歴史民俗資料館 

募 集 町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 

広報紙表紙イラスト 企画課 
募 集 

み どし 
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名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

11月の開催日程 
5（月）.7（水）.8（木）.9（金）.19（月） 
20（火）.21（水）.22（木）.23（祝金） 

11/20（火）第36回プリンセス特別（SPⅠ：1600m） 
11/22（木）第8回笠松グランプリ（SPⅠ：1400m） 

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク！ 

オッズパーク 検索 ⇦⇦

��

 
 
 
 
 
【対　　象】 
 
【開催場所】 
【開催時間】 
 
【経　　費】 
 
 
 
 
【申請方法】 
 
【申請・問合先】 

　町民の皆さんと協働したまちづくりを行い、開
かれた町政を実現するため、町民の皆さんが主
催する研修会などに、町職員を広報スタッフとし
て派遣する「ふれあい広報サービス」を行ってい
ます。 

町内に在住・在勤または在学する方
が１０人以上参加する会合など 
町内の公共施設、地域の集会施設 
平日・休日問わず 
午前９時～午後９時の間の２時間程度 
・主催者負担 
会場の手配や研修会の周知など
に要する経費 
・町負担 
広報スタッフ派遣経費 

実施予定日の２週間前までに計画書
を提出してください。 
企画課 

広報スタッフを派遣します 
企画課 

お知らせ
 

 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【テ ー マ】 
 
【講　　師】 
 
【参 加 料】 
【申込開始】 
【申請・問合先】 

　子どもたちと一緒に楽しむために、わらべうたを
学んでみませんか。 
　わらべうたの持つことばの響き、美しさ、鼓動を
体感してみましょう。 

１１月２９日（木） 午前１０時～１１時３０分 
中央公民館 和室 
『たのしいわらべうた　耳で楽しい・
目で楽しい・体で楽しいわらべうた』 
NPO法人名古屋コダーイセンター 
講師　高橋 理恵 氏 
無料 
１１月１２日（月） 
教育文化課　学校教育担当 

読み聞かせボランティア養成講座 
かみふうせん 

お知らせ
 

　笠松町内の情報を受け付けています。 
　イベント開催や、スポーツ大会などで素晴らし
い結果を出された町民の方の情報をお待ちして
います。 
【問 合 先】企画課 

情報お待ちしています 
企画課 

募 集 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
【テ ー マ】 
 
 
 
 
【定　　員】 
【申請・問合先】 

　全国では、自殺死亡者が毎年３万人を超え、大
きな社会問題となっていますが、私たちに「今でき
ること」はどんなことがあるでしょうか。 
　自殺は「うつ病」など、こころの病気との関係が
深いと言われていることから、自殺や「うつ病」な
どの正しい知識を持ち、こころの健康や命の大切
さ、危険に気付いた時の対応方法などを学びます。 

１２月５日（水） 午後１時３０分～３時 
北方町保健センター 
（本巣郡北方町高屋石末１丁目１０番地） 
「こころ」疲れていませんか？ 

～大切な命を守るために～ 
「からだとココロのSOS 

男も女もつらいよ！！更年期」 
講師：石藏 文信氏（医師） 
１００人 
岐阜保健所健康増進課 
蕁３８０‐３００４ 

こころの健康講演会開催 
岐阜保健所 

お知らせ
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：００～１３：２０ 

１３：１０～１３：５０ 
 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

１３：３０～１４：３０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

 

８：４５～１０：３０ 

 

９：１５～１１：００ 

１３：１５～１５：００ 

９：１５～１１：００ 

１３：１５～１５：００ 

９：１５～１１：００ 

１３：１５～１５：００ 

１３：３０～１５：３０ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 
1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 
3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室  

にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室  

 
プレパマクラブ 
  
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 
 
 

健康相談  
 

 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 

 
骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 
ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

 

ふれあい喫茶 
～高齢者の憩いの場～  
 
 
 

胃がん・大腸がん・ 
肺がん検診  
 
 
 
 
 
 
 

乳がん検診  
 
 
 

 
 
メタボ予防教室～運動編～ 
 
メタボ予防教室～栄養編～ 

１４日（水） 

１５日（木） 

２２日（木） 

２０日（火） 

２２日（木） 

１３日（火） 

２８日（水） 

２８日（水） 

７日（水） 

１３日（火） 

１４日（水） 

２８日（水） 

９日（金） 

１２日（月） 

１３日（火） 

２８日（水） 

１日（木） 

１９日（月） 

７日（水） 

２１日（水） 

１４日（水） 

２８日（水） 

２７日（火） 

９日（金） 

１２日（月） 

１３日（火） 

１日（木） 

２日（金） 

１２日（月） 

５日（月） 

 

６日（火） 

 

２６日（月） 
 

１３日（火） 

１６日（金） 

 

 

 

福祉健康センター 
 

 

 

 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

第一保育所 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

 

福祉健康センター 
 

 

総合会館 

 

福祉会館 

 

 

福祉健康センター 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

11月の相談・保健 

7日（水） 

21日（水） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑　門間６６６ ☎388‐2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　河尻和男　北及１９０２ ☎387‐5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９ ☎388‐3791 

　早水春生　西宮町１３１ ☎388‐0029 

　岩田賢一　田代９５０‐１ ☎388‐0068

日（曜日） 

13：00～15：00 福祉会館 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 

　樋口一子　北及１５７８-２ ☎388‐3705
知的障がい者 

相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑　東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣霖とし子　長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　道家嗣典　門間５２４ ☎387‐8055 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387‐6110

　今月のお休みは３０日（金）です。 
　今月の「おはなしかい」は１０日（土）
午前１０時３０分から中央公民館音楽
室で開催します。 

図書室 
からの 
お知らせ 

第3日曜日は家庭の日 
11月18日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 

国民健康保険税 5期分 

後期高齢者医療保険料 5期分 

介護保険料 6期分 

水道料金下水道使用料 4期分 

保育料 11月分 

放課後児童クラブ利用料 11月分 

納期限 11月30日（金） 

今月の納税・納付 

��

家族みんなで、 
汗を流し働く喜びを 

体験しましょう。 



11月9日は「119番の日」 火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388‐1195

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書が発行されます 
　国民年金保険料は、所得税と住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。その
年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。 
　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられて
います。 
　このため、平成２４年１月１日から９月３０日までの間に、国民年金保険料を納付された方には「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」が、１１月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、
年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付してください。 
　また、１０月１日以降に今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年２月上旬に送付さ
れます。 
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることが
できますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ、申告してください。 
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の照会は、控除証明書のはがきに表示されてい
る年金事務所へお問い合わせください。 

��

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

　皆さんは、正しい１１９番通報の方法を知っていますか。火災、救急、救助の際、災害状況を正しく
伝えられなかったために被害が拡大し、また通報の遅れが出動の遅れにもつながることがあります。
災害を最小限に食い止めるためにも、この機会に正しい１１９番通報を覚えましょう。 

119番通報の仕方 
119番、消防です。火事ですか。救急ですか。 火事です。（救急です。） 

場所はどちらになりますか。 場所は○○町△△丁目××番地です。 

近くに何か目標になる物はありますか。 

○○店の○○側です。（東西南北の方角を示すと良い。例：コンビニの北側） 
※場所が分からない場合は、近くの人に代わってください。 

あなたの名前と電話番号を教えてください。 

わかりました。すぐそちらに向かいます。 

名前は○○で、電話番号は○○です。 

何が燃えていますか。 

○○が燃えています。（何が燃え
ているのかできるだけ詳細に伝えて
ください。例：自宅１階台所のコンロ
が燃えている） 

どうしましたか。 

○○です。（状況、症状、負傷部位、
意識呼吸の有無など、できるだけ詳
細に伝えてください。） 

※交通事故の場合は、乗っている人が外
に出られないこともあり、救急車だけでは
対応できなくなり、救助工作車の出動が
必要になります。車外に出られるかどう
かを伝えてください。 

逃げ遅れやけが人はいますか。 

○名います。（年齢、性別、逃げ遅
れた人のいる場所など、できるだけ
詳細に伝えてください。） 

※簡潔明瞭に通報し、速やかに避難してください。 

火災の場合 救急の場合 

最後に 
　火災や救急など、目の前で発生した
場合には、誰でも気が動転し、興奮した
状態になりがちです。１秒を争う時でも
落ち着いて１１９番通報できるようにしま
しょう。 



��



��



皆で茶道を楽しみませんか！ まかな 楽しい茶道サークル 
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前月比 

まちの人口 
平成24年 10月1日現在 
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この広報紙は再生紙を使用しています。 

大久保雅章・由香さんの子 
平成23年11月22日生 

おなまえ 大久保 瑛太 （長池） くん 

お お  く  ぼ  え い  た  

おなまえ 岩田 妃愛 （円城寺） ちゃん 

い わ  た  き  え  

岩田壮史・聖さんの子 
平成23年11月12日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します。 

応募対象　平成24年1月生まれの赤ちゃん 
応募期間　11月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 
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　日比野宗悠先生のご指導で、表千家の茶道を
皆で楽しんでいます。一期一会の心で季節の花
を生け、おもてなしの心でお客様に接する気構え
や招かれた心得など、日本の伝統を楽しんでみま
せんか。若い人も男性も大歓迎です。皆でお待
ちしています。 
【活動日】毎月第１・３月曜日  

午後１時３０分～３時３０分 
【場　所】松枝公民館 
【連絡先】後藤　清 蕁３８７‐０３６９ 

かさまつまちづくりイベント実行委員会 
　「笠松川まつり花火写真コンテスト」へご応募いただ
いた多数の作品の中から、厳正な審査の結果、最優
秀賞には高田輝雄さん（関市）の作品が選ばれました。 
　選ばれた作品は、来年の「笠松川まつりポスター」な
どに使用する予定です。 

笠松川まつり花火写真コンテスト入賞者決定 笠松川まつり花火写真コンテスト入賞者決定 笠松川まつり花火写真コンテスト入賞者決定 
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